
年金業務・社会保険庁監視等委員会（第９回）議事要旨 
 
 
１． 日時 平成２０年３月１９日（水）  １４：００～１５：４５ 
 
２． 場所 中央合同庁舎第５号館１６階委員会室 
 
３． 出席者 
(委員会) 葛西委員長 磯村委員 岩瀬委員 住田委員 村岡委員 
(総務省) 村木行政管理局長 田部事務室長 横田主任調査員ほか 
(厚生労働省) 宮島総括審議官 
(社会保険庁) 坂野長官 吉岡総務部長 石井運営部長 中野社会保険業務センター所長 北

村統括管理官 鈴木運営部企画課長 福本運営部年金保険課長 
 
４． 議事次第 
(1) 厚生労働省・社会保険庁からのヒアリング 
(2) その他 

 
５． 会議経過 

○ 社会保険庁から、工程表に基づく作業の進捗状況、「今後の対応に関する工程表」等につ

いて、以下の内容を中心とした説明があり、これに対して質疑応答が行われた。 
・ ３月末までに行うこととされていた、５０００万件の名寄せと特別便の送付は２１日に終了す

るとの説明があった。 
・ 特別便の回答状況や、「訂正なし」と回答した方への現在までの入念照会の実施状況の説

明があり、今後どのように対応していくのかとの質問に対し、社会保険事務所ごとの体制を

整備することにより夏までに終えられる見込みであり、実施計画がまとまり次第報告すると

の回答があった。 
また、入念な照会をしたにもかかわらず確認できずに残った記録は、処理方針が決まるま

で他の５０００万件の記録とまぎれないように別に管理すべきとの意見があった。 
・ 年金記録相談の状況について説明があり、本人申立の記録が確認できなかったものはさ

らに調査をするのかという質問に対し、本人が納得できない場合は年金記録確認第三者委

員会に申し立てをすることになり、これ以上調査することは考えていないとの回答があった。 
・ １４３０万件、３６万件の転記作業における派遣労働者問題等において、何が問題であった

かきちんと整理し、今後このような問題が生じないようにすべきとの意見があった。 
・ このほか、社会保険庁職員の離職の状況や、無許可による組合専従等の実態調査につ

いて説明があった。 
 

○ 次回の委員会は、４月１１日（金）１４時から開催予定 
〔文責 総務省(事務室)〕 


